
 

萩シティプロモーション（観光キャンペーン）ポスター作成業務 

公募型プロポーザル実施要綱 

 

１．目 的： 

この要綱は、令和３年萩観光キャンペーンで使用するポスターデザインを委託する

者を決定するための公募について必要な事項を定める。  

２．企画提案の概要： 

（１）業務名：萩シティプロモーション（観光キャンペーン）ポスター作成業務 

（２）内 容：令和３年萩観光キャンペーンで使用する魅力あるポスターのデザイン作成 

（３）契約期間：契約締結日から令和３年１月２９日（金） 

（４）委託料上限額：総額１００，０００円 （消費税及び地方消費税、諸経費含む）  

※提案価格見積書の提出にあたっては、上記の上限額の範囲内において価格を算出すること。 

見積金額が公告に記載する提案価格の上限額を超える場合については、評価の対象としない。 

（５）デザインテーマ： 

萩市には、季節ごとに「花」の見どころがあり、「時」を感じる城下町のまちなみ、創

建３３０年を迎える東光寺の「祈り」、ジオを活用した「大地」や「食」、世界遺産明治

日本の「産業」革命遺産、萩焼に代表される「芸術」があるなど、まちじゅうに“おたか

ら”があり、「知」る楽しみがあふれています。コロナ禍でも安心安全に楽しんでいただ

ける屋根のないまちじゅう博物館をテーマにキャンペーンを展開します。 

〇このキャンペーンを象徴する魅力あるポスターを作成すること。 

 〇ポスターには、令和３年萩観光キャンペーン（キャッチフレーズ、ロゴマーク、期間） 

を入れること。キャッチフレーズは、参加表明書提出事業者にのみお知らせします。 

 〇デザインについて、事業者決定後、発注者との協議を行い修正が必要な場合は対応する 

こと。  

（６）成果物等：ポスターデザインの電子データ（CD-ROM等） 

※電子データの形式は、Adobe社製Mac illustratorに対応できるものであること。 

３．プロポーザルの方式：公募型（書類審査のみ） 

４．参加資格：プロポーザルの参加資格者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。  

（１）萩市から競争入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

（２）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（３）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（４）暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である暴力

団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)に属する者(暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者及び暴力団との密接交際者を含む)でないこと。 

５．スケジュール： 

（１）参加表明書提出先及び提出期限  

提出先 〒758-8555 山口県萩市江向５１０番地  

萩シティプロモーション事業実行委員会観光部会事務局（萩市観光課） 

提出期限 令和３年１月８日（金）１７時必着 



（２）企画提案書提出先及び提出期限  

提出先 〒758-8555 山口県萩市江向５１０番地  

萩シティプロモーション事業実行委員会観光部会事務局（萩市観光課） 

提出期限 令和３年１月１５日（金）１７時必着 

（３）提出書類：ポスターデザインの電子データ、見積書 

（４）提出方法：上記提出書類は、持参、郵送、電子メールにより提出 

６．質問事項について： 

企画提案に関する質問は、下記のとおりFAXまたは電子メールにより行う。受付した質 

問への回答は、参加表明書を提出した全ての事業者にFAXまたは、電子メールにより通 

知する。 

（１）質問事項提出先  

①萩シティプロモーション事業実行委員会観光部会事務局（萩市観光課） 

 FAX：0838-26-0716  Email：kankouka@city.hagi.lg.jp 

②質問事項提出期限：企画提案書提出期限３日前(土日、祝日除く)の正午まで 

③質問回答期限：企画提案書提出期限２日前(土日、祝日除く)まで 

７．審査について  

（１）審査方法  

提案されたポスターデザイン及び見積額に基づいて選定委員において審査を行い、委

員全員の評価で基準点（合計得点の６割以上）を超えた提案のなかで、最も高い提案を

行った事業者を当該契約の相手方として決定する。 

（２）その他  

①審査結果について、デザイン提案者全てに書面で通知する。 

②審査結果に対して異議を申し立てることはできないものとする。 

③審査において次のいずれかに該当することが判明した場合は、失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合  

イ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合  

ウ 本実施要綱及び関係法令において違反した場合  

８．その他  

 ・提出（採用）されたデザインの著作権及び使用権は、萩シティプロモーション事業実 

行委員会に帰属するものとする。 

・提案に要した一切の経費は、全て提案者の負担とする。  

・提出されたすべての書類は、業者選定以外の目的には使用しない。  

・提出されたすべての書類は、返却しないものとする。  

・提出された提案内容については、一切開示しない。  

・提案書を受理した後、提出期限を過ぎてからの提案の追加、修正は認めない。 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

萩シティプロモーション事業実行委員会 

会長   藤道 健二   あて 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名                 ㊞ 

 

 

参 加 表 明 書 

 

 

下記業務のプロポーザルについて、参加を申し込みます。 

 

 

業務名：萩シティプロモーション（観光キャンペーン）ポスター作成業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 

所 属  

担当者氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

Ｅ-mail  

 

 


